
川西町新庁舎整備検討委員会 第３回委員会 

次   第 

 

日時：平成２９年１０月１９日（木）１９：００～  

場所：川西町中央公民館 視聴覚室  

 

 

 

 １ 開  会 

 

 

 ２ 町長挨拶 

 

 

 ３ 委員長挨拶 

 

 

 ４ 報告 

 

   （１）川西町新庁舎整備基本計画（案）に係るアンケートの実施結果（速報値）

について 

 

   （２）川西町新庁舎整備基本計画（案）に係る各地区説明会の開催結果 

について 

 

 

 ５ 説明及び協議 

 

   （１）川西町新庁舎整備基本計画（修正案）について 

 

 

 ６ その他 

 

 

 ７ 閉  会 
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川西町新庁舎整備基本計画（案）に係るアンケート集計結果（速報）
平成29年10月19日

川西町新庁舎整備検討委員会

提出資料

配布部数 4,644部 集計部数 1,866部
回収部数 1,866部
回収率 40.18%

集計結果

平成29年11月28日 時点

650; 35%

256; 14%

182; 10%

313; 17%

125; 7%

65; 3%
263; 14%

12; 0% 居住地区

小松

大塚

犬川

中郡

玉庭

東沢

吉島

無回答

1231; 66%

618; 33%

17; 1%
性別

男性

女性

無回答

29; 1%
85; 5%

133; 
7%

365; 20%

688; 37%

555; 30%

1; 0% 10; 0% 年代

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

無回答

309; 17%

167; 9%

431; 23%

112; 6%1; 0%

86; 5%

145; 8%

548; 29%

45; 2%
22; 1% 職業

農林業

自営業

会社員

公務員・団体職員

学生

専業主婦・主夫

パート・アルバイト

無職

その他

無回答

全 体



川西町新庁舎整備基本計画（案）に係るアンケート集計結果（速報）
平成29年10月19日

川西町新庁舎整備検討委員会

提出資料

12; 1% 69; 4%

588; 31%

790; 42%

30; 2%

347; 18%

30; 2% 役場来庁の頻度

ほぼ毎日

週に1回程度

月に1回程度

年に1回程度

行ったことがない

その他

無回答

1624; 87%

62; 3%

89; 5%

2; 0%
1; 0%

9; 1% 20; 1%20; 
1% 14; 1%

25; 1%
交通手段

自家用車

徒歩

自転車

鉄道

バス

バイク

タクシー

デマンドタクシー

その他

無回答
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来庁の理由



川西町新庁舎整備基本計画（案）に係るアンケート集計結果（速報）
平成29年10月19日

川西町新庁舎整備検討委員会

提出資料

1146; 62%
417; 22%

134; 7%

60; 3%

82; 4% 27; 2%

役場建替えについて

必要

どちらかといえば必要

どちらともいえない

どちらかといえば不要

不要

無回答

885; 47%

428; 23%

247; 13%

98; 5% 162; 9%

46; 3%

候補地について

適当

どちらかといえば適当

どちらともいえない

どちらかといえば不適当

不適当

無回答
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者
用
点
字
ブ
ロ
ッ

ク

十
分
な
駐
車
場

電
気
自
動
車
用
急
速
充
電
器

省
エ
ネ
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ギ
ー
・省
資
源

雪
対
策

Ａ
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Ｍ

喫
煙
者
へ
の
対
応

そ
の
他

新庁舎に必要な機能

必要・どちらかといえば必要 83.8%

不要・どちらかといえば不要 7.6%

適当・どちらかといえば適当 70.4%

不適当・どちらかといえば不適当 13.9%



集計結果



199; 64%

69; 22%

17; 5%

10; 3%

13; 4% 5; 2%

役場建替えについて

必要

どちらかといえば必要

どちらともいえない

どちらかといえば不要

不要

無回答

165; 53%

69; 22%

32; 10%

13; 4%
23; 7%

11; 4%

候補地について

適当

どちらかといえば適当

どちらともいえない

どちらかといえば不適当

不適当

無回答

必要・どちらかといえば必要 85.6%

不要・どちらかといえば不要 7.3%

適当・どちらかといえば適当 74.8%

不適当・どちらかといえば不適当 11.5%



東沢地区





建替えについての年代別集計

62%

58%

56%

60%

64%

64%

24%

21%

20%

25%

22%

23%

10%

11%

10%

8%

6%

7%

0%

2%

5%

2%

4%

3%

3%

8%

10%

4%

4%

3%

0%

0%

0%

1%

1%
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２０歳代以下

３０歳代
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６０歳代

７０歳代以上

必要 どちらかといえば必要 どちらともいえない どちらかといえば必要とは思わない 必要と思わない 無回答



候補地についての年代別集計

57%

43%

39%

42%

48%

57%

25%

27%

27%

25%

27%

17%

7%

14%

14%

20%

12%

11%

7%

5%

4%

5%

5%

6%

4%

11%

16%

8%

8%

9%

4%

1%
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2%

4%
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２０歳代以下

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代以上

適当 どちらかといえば適当 どちらともいえない どちらかといえば適当とは思わない 適当と思わない 無回答
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川西町新庁舎整備基本計画（案）に係る各地区説明会の開催概要 
 

【開催状況】                                       

 

地区名 日時 会 場 参加者数 町出席者 

吉島地区 
９月２８日（木） 

１９時～２１時 
吉島地区交流センター ２０名 

町長 

副町長 

未来創造室長 

総務課長 

税務会計課長 

事務局 

犬川地区 
１０月２日（月） 

１９時～２１時 
犬川地区交流センター １３名 

町長 

未来創造室長 

未来づくり課長 

税務会計課長 

産業振興課長 

事務局 

玉庭地区 
１０月３日（火） 

１９時～２１時 
玉庭地区交流センター ２１名 

町長 

未来創造室長 

未来づくり課長 

地域整備課長 

事務局 

大塚地区 
１０月５日（木） 

１９時～２１時 
大塚地区交流センター ６名 

町長 

副町長 

未来創造室長 

地域整備課長 

教育総務課長 

事務局 

中郡地区 
１０月６日（金） 

１９時～２１時 
中郡地区交流センター １２名 

町長 

未来創造室長 

総務課長 

教育総務課長 

事務局 

小松地区 
１０月９日（月・祝） 

１９時～２１時 
川西町中央公民館 ４４名 

町長 

副町長 

未来創造室長 

事務局 

東沢地区 
１０月１０日（火） 

１９時～２１時 
東沢活性化センター １０名 

町長 

副町長 

未来創造室長 

産業振興課長 

事務局 

計 １２６名  

平成２９年１０月１９日 

川西町新庁舎整備検討委員会

提 出 資 料 
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【９月２８日（木）吉島地区】                              

 

 

質問・意見・要望等 回答 

整備位置について、多目的グラウンドや旧埋

蔵文化財資料館跡地は検討したか。町有地で

あれば用地買収不要ではないのか。 

御指摘の町有地も検討したが、町道や下水道

等の周辺環境整備が別途必要になる他、中心

地から距離等、まちづくりの観点から候補地

となり得なかった。 

機能の複合化は検討したか。診療所を複合化

すれば利便性が上がると思う。 

複合化についても検討したが、今回国が示し

た支援事業は役場庁舎に対するものであり、

期限が限られているため、庁舎整備を優先し

て検討している。 

一方、施設が増え続けるのは避けるべきとこ

ろであり、町全体の施設のあり方については

引き続き検討していく。 

新庁舎は、小松地区内に整備する大前提のも

とで検討してきたのか。 

小松地区に限らず検討を行ってきた。結果と

して、地方自治法第４条第２項への準拠に照

らし合わせ、小松地区内に絞り込んだ。 

新庁舎を移設した時の、まちづくりの大きな

未来像が見えない。 

新庁舎については、限られた期間の中で整備

を行うことを主眼に検討している。まちづく

り全体のビジョンについては、現庁舎地の跡

地利用も含めて様々な御意見をいただきなが

ら進めていく。 

新庁舎の規模は４，５００㎡とのことだが、大

きさとして十分なのか。 

現在使用しているスペースが約４，０６０㎡

あり、交流スペースやエレベーター等の機能

を加えることを想定し、目安として４，５００

㎡と設定した。 

自然環境への配慮等、川西町の特徴を持った

庁舎としてほしい。 

特徴については、今後、十分に御意見をいただ

きながら検討していく。 

非常時の電源の確保や雪に負けない庁舎にし

てほしい。また、食堂の設置など、役場に行く

楽しみができるような庁舎になるとよい。 

電源確保や雪対策は必ず必要と考えている。

行く楽しみができるような庁舎については、

今後様々な御意見をいただきながら検討して

いく。 

羽前小松駅に通路を作ってほしい。 課題として捉えている。 

用地購入費はどれくらいか。地価は高いので

はないか。 

不動産鑑定を行い、適正価格を検討していく。 

建設地として、フレンドリープラザ北のＪＡ

倉庫はいかがか。 

また、スノードームの雪冷房を新庁舎の空調

に活用できないか。 

ＪＡ倉庫については、ＪＡとの協議等が必要

となり、限られた期間内に整備するのは困難

である。 

スノードームについては、フレンドリープラ

ザの空調で容量全てを使用している。 

新庁舎に案内係を置いてほしい。 要望としてお聞きする。 
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【１０月２日（月）犬川地区】                              

 

 

【１０月３日（火）玉庭地区】                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問・意見・要望等 回答 

交通量の増加が想定されるため、庁舎整備に

合わせて、踏切の東に取り付け道路を作って

ほしい。右折しづらい。 

要望としてお聞きする。 

ユニバーサルデザインが具体的にイメージで

きない。 

誰でも分け隔てなく利用できる施設としてい

く。 

質問・意見・要望等 回答 

新庁舎整備に係る借金の返済は、いつ終わる

のか。将来世代へ負担が残らないようにして

ほしい。 

３０年間での償還を予定している。 

現在、毎年度１億程度の基金を積み立ててお

り、整備完了後も同程度の金額を積み立て、償

還財源に充てていきたいと考えている。 

候補地については賛成である。 

玉庭から候補地へ行く際、線路が狭く不便で

ある。交通アクセスを改善してほしい。 

検討すべき重要な課題として捉えている。 

現庁舎の古さは以前から気になっていた。新

庁舎整備、整備位置ともに基本的に賛成であ

る。新庁舎は障がい者にも利用しやすい庁舎

にしてほしい。 

御意見を十分に踏まえた庁舎としていく。 
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【１０月５日（木）大塚地区】                              

 

 

 

質問・意見・要望等 回答 

新庁舎整備に伴い、中央公民館についてはど

のように考えているのか。 

中央公民館も耐震性の不足が指摘されている

が、今回の支援制度は役場庁舎を対象として

いるため、庁舎整備を優先的に検討してきた。 

中央公民館については、小松地区交流センタ

ーのあり方や、中心市街地のにぎわいづくり

の観点から検討していく。 

用地について、地権者との話し合いはどのよ

うになっているのか。交渉が難航した場合、ス

ケジュールが滞るのではないか。 

地権者からは、整備位置の検討に当該地を入

れることについて了解を受けている。具体的

な話し合いは基本計画策定後を想定してい

る。 

耐震強度について、国の基準の最高レベルと

はどれくらいか。 

国においては、震度６強の地震に耐えること

ができる構造の１．５倍の水準が現行の最高

水準である。 

鉄筋コンクリート造とはどのようなものか。 柱が鉄骨であり、その周りにコンクリートを

巻いていく構造。 

災害時のライフラインの容量はどれくらい

か。 

３日間を目安と考えている。 

新庁舎にヘリポートの設置をお願いしたい。

点字ブロックの設置もお願いしたい。また、将

来の増築も視野に検討をしてほしい 

要望としてお聞きする。 

これまでの会議の内容等をＦａｃｅｂｏｏｋ

にアップしてほしい。 

今後、ホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ等で

公開していく。 

庁舎の設計を検討するに当たり、他の自治体

を訪問したか。 

現在庁舎整備を進めている県内自治体や、整

備が完了した県外の自治体等へ調査を行い、

情報収集を行っている。 

設計に関しては、基本設計段階で、町民の方か

ら御意見をいただくためのワークショップを

予定している。 

ワークショップはいつ頃にやるのか。また、地

区別に開催するのか。 

基本設計業者が決まってからになるため、年

明け以降を想定している。 

また、共通情報の中で検討いただくことが重

要であるため、地区別ではなく、一同に会する

形で開催したいと考えている。 

設計事業者は決まっているのか。 基本計画策定後に設計業者の選定を予定して

いる。 

水害などは今後も発生する可能性があると思

うので、屋上に避難できるようになるとよい。 

要望としてお聞きする。 
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【１０月６日（金）中郡地区】                               

 

質問・意見・要望等 回答 
今後５０年後くらいは新たに建てられないの
で、少し頑張ってもいい庁舎を作りたいとい
うのが普通の考え方と思う。借金だけに捉え
られてしまうとつまらない庁舎ができる。 
整備位置については歓迎したい。将来２８７
号川西バイパスが通るので、あそこが庁舎と
わかるようなデザインにしてほしい。 
災害を考えると、ヘリポートもあったらいい。
置賜総合病院にはあるが、いざ何かあった場
合に役場から飛べるような環境が大事。 

規模や事業費については上限値という考えで
ある。今後、費用対効果を考えながら進めてい
く。 
役場は町のランドマークになると捉え、基本
設計では町民の御意見をいただく機会を設け
ていく。デザインや機能等についても様々な
御意見をいただければと考えている。 

整備位置について、現在利用している１万㎡
は確保しているか。 

約１万２千㎡を想定している。 

整備位置の土地は既に取得しているのか。 未取得である。地権者との具体的な話し合い
は基本計画策定後を想定している。 

土地購入については、いくらぐらいの金額を
見込んでいるか。 

不動産鑑定を行い、適正価格を検討していく。 

現在地の駐車場は、自分たち使う場合でも便
利が悪い。是非広い駐車場を確保してほしい。 
 

十分な駐車スペースを確保していく。 

整備位置の敷地面積は約１万２千㎡とのこと
だが、なぜ現状より増えるのか。そこまでの面
積が必要なのか。 
また、分散化によるサービス低下とは具体的
に何か。そのようなニーズがあるのか。自分は
あまり感じたことがない。 

現在地は、特に冬季は雪により駐車場が狭く
なるため役場利用者に不便をきたしており、
除雪・排雪を考えると現在より広い敷地が望
ましいと考えている。 
分散化については、例えば住民票は本庁舎、農
林関係の相談は第２分庁舎、子育て関係の相
談は中央公民館と分散しているため、利便性
が低いと捉えている。分散化の解消について
の御要望は多くいただいている。また、分庁舎
の解消は役場業務の効率性の観点からも１ヶ
所にまとまった方が望ましいと考えている。 

今ある施設を有効活用するのもひとつの方法
なのではないか。 

現在の施設活用による既存サービスの低下も
考えられ、それらを勘案して新庁舎整備の検
討を進めてきている。 

国からの２２．５％の支援について、何に対す
る支援か。 

庁舎本体の他、外構の一部等が該当となると
考えている。 

整備位置について、これまで検討してきた内
容を一覧表にして、比較するとわかりやすく
なるのではないか。 
自分としては、敷地を広げられることや、雪の
堆雪等も考えると、そこまで悪い場所ではな
いと感じている。 
また、必要面積について。これから間違いなく
人口・職員数は減る。長期的な視点で見ると、
会議室をＪＡと共有する等、少し規模を縮小
する余地はあるのではないか。 

整備位置に係る資料ついては、議会に対して
はお示ししてきたところであり、公表につい
て検討したい。 
必要面積について、人口数と職員数は減少し
ていくが、国から自治体への行政需要は増加
しており、職員でなくとも役場で活動する人
は増える可能性がある。また、現在の体制を基
本に新庁舎に入居するため、相当分の規模は
必要と捉えている。 
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【１０月９日（月・祝））小松地区】                           

 

 

問・意見・要望等 回答 
アンケートにおいて、建て替えや整備位置に
ついて、もし反対が多かったら、もう一度検討
し直すという解釈でいいのか。 
 

本日現在ではあるが、アンケート回答におい
て、建て替えについては８割以上、整備位置に
ついては７割以上の方が妥当と回答いただい
ている。これらを踏まえ、町としては原案につ
いて御理解いただきたいと考えている。 

先に新聞報道があり、整備位置はＪＡ南側あ
りきで正当化しようとしているように思えて
仕方ない。 
例えば町民体育館の隣と比較した場合、どの
ような差があるのか。体育館隣だと、体育館、
農改センター、中学校に隣接し、駐車場が増え
るため、体育館等の行事の際の駐車場の確保
もできるようになる。また、仮設住宅が必要に
なっても、体育館隣の方が適地ではないのか。 

体育館東側の土地も検討したが、まちづくり
の観点から困難であると判断した。また、当該
地は下水道が通っておらず、仮設住宅の場合
はトイレが課題となり、インフラとして不十
分な状況にある。 

人口減少が進む中、適切な庁舎というのはど
のくらいの規模なのか。私としては、現在より
ずっと規模を縮小して、中身のある庁舎にし
てほしい。 
また、国の支援も結局は国民の税金であり、国
としても財政の立て直しに苦労している中、
町も国からの助成をなるべく受けないように
していかないと、これからの若い人に負担が
くる。ただ立派な大きい庁舎を建てるという
考え方ではだめだと思う。 

今回お示しした延床面積４，５００㎡につい
ては、現況の中央公民館を役場の会議として
ほとんど使っていることや、エレベーターや
交流スペースの確保等を踏まえて設定した一
つの目安と考えている。 
国の交付税も貴重な税金であり、町としても
意識しながら、今は現行のルールに従って最
善の形で進めていきたいと考えている。 

階層について３階建とあったが、１階に集約
した場合、２階と３階はどうなるのか。 

具体的な検討は基本設計段階になるが、１階
は町民の利用度が高い業務はできるだけ集約
したいという考え方である。２階や３階は総
務部門や議場等が可能性として考えられる。 

小松地区の商工業のためにも、３階を４階に
する等して現在地に整備してほしい。新聞に
よると、現在地に建てた場合では３９億４千
万とあった。町の案と比べると３億強の差。 
８月の説明会の際、現庁舎の北側に住む住民
の方から、土地の提供について前向きな回答
があったという意見もあった。３０年～５０
年を考えれば、３億円の差はカバーできるの
ではないか。 

町として現庁舎北側に住む住民の方に土地に
関して相談等を行ってはいない状況にある。 
現庁舎での整備のパターンは複数検討してき
た。御意見にあった金額は、駅前道路に敷地を
拡張したケースとして試算したものである。 
この場合、金額面の他にも、家屋移転等には数
年を必要とするため、町の都合だけでは進め
ることができず、支援制度期限までの整備が
困難と捉えた。また、中央公民館の解体、電源
装置の移設、会議スペースの確保等、役場業務
を継続して建設するにはハードルが高いと考
えている。 
商工業の発展は大きな課題と認識しており、
跡地利用の中で小松地区のにぎわいづくりを
検討していきたい。小松地区の皆さんのお力
添えをいただきたい。 



7 

 

【１０月１０日（火）東沢地区】                             

 

質問・意見・要望等 回答 

整備位置の用地はどれくらいの面積をどのよ

うな単価で交渉しているのか。 

面積は約１万２千㎡程度である。単価は不動

産鑑定を行い、適正価格を検討していく。 

新庁舎の整備は大変結構なことと思う。 

さらに、保育所や診療所などが１ヶ所にまと

まると非常に便利がよい。 

国の支援事業が役場庁舎に限定されているた

め、現在は庁舎を先行して検討している。他の

施設整備のあり方については、御意見を踏ま

えて検討を進めていく。 

９月議会で請願があったと聞いているが、今

の庁舎を解体した後、小松地区交流センター

を整備するという話をしているのか。 

また、今の役場の解体費はどれくらいを見込

んでいるか。 

さらに、国の支援制度には防災設備に対して

の支援もあると聞いたが、活用できるのか。 

請願については、新庁舎について現役場庁舎

又は羽前小松駅東口周辺での整備を要望する

内容だった。現在は議会において継続審議中

である。 

跡地利用については、中心市街地のにぎわい

づくりの観点から検討していく。 

解体費については、本庁舎部分で約８千万円

を想定している。中央公民館を含めた全体で

は約１億８千万円。 

防災設備についての支援制度はあるが、現行

制度では役場庁舎は対象とならない。 

庁舎の借金返済が終わる頃の町の人口はどう

想定しているか。人口が減ることで、一人当た

りの負担が増加して、町外に出ていくという

悪循環に陥るのではないか。 

「川西町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

おいては、２０４０年の人口目標を１万２千

人としている。 

住民税等は国の地方税法に基づいた課税にな

るため、人口が半分になるからといって負担

が倍増になることはない。 

また、現在、人口は減少しているが、町の財政

規模は地方交付税措置等により大きく変わっ

てはいない。国の動きについては常に注視し

ているが、今後の町の事業についても、先々を

見据えながら進めていきたい。 

庁舎以外で耐震性を指摘されている施設はあ

るのか。 

跡地利用については、福祉協議会の事務所も

あると、町全体の高齢者の交流機能となり、い

いと思う。 

また、財源について、現時点で活用を検討して

いる補助事業はあるか。 

町民サービスについては、最大限御苦労いた

だきたい。町民の所得が上がるような施策を

お願いしたい。 

昭和５６年以前に建設した施設について耐震

診断の指示が出ており、現在は町民体育館を

診断している。 

財源についてはまだ想定の段階だが、エネル

ギー関係や木材活用等の観点から、環境省や

林野庁の補助金の活用を検討している。これ

らは維持経費等も踏まえて活用を検討してい

きたい。 

候補地は置賜の中心になる場所だと思う。中

心的な機能を生かせる構造を検討いただける

とよいと思う。 

様々な御意見をいただきながら、まちづくり

の観点で検討していきたい。 
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第１章 基本計画の目的                            

１ はじめに 

   本町は、昭和３０年に小松町、大塚村、犬川村、中郡村、玉庭村、吉島村の１町５

村が合併して誕生し、役場現本庁舎は昭和３４年に建設され、本年まで５８年を経過

しています。この間、時代の変遷とともに増大してきた行政需要に対応するため、そ

の後、昭和４２５７年に第１分庁舎（旧川西町農業共済組合）、昭和４５年に中央公民

館、平成５年に第２分庁舎が建設されてきました。を開庁した他、川西町中央公民館

内に教育委員会を設置し、町民サービス機能の維持に努めてきました。 

   一方、現本庁舎は、これまで行政需要の多様化に対応するため大小の改修を行って

きましたが、平成２６年度に実施した耐震診断において、現庁舎は「震度６強で崩壊、

倒壊の危険性が高い」との診断結果が示されました。平成２３年の東日本大震災や平

成２８年の熊本地震では、自治体の庁舎が損壊し機能が停止する事態が多発し、発災

時の業務継続が困難となる可能性が改めて認識されました。 

   加えて、施設や設備の老朽化による安全面への影響、施設の分散化やスペースの狭

隘化による町民サービス機能の低下、高齢者、障がい者等に配慮した機能の不足など、

多くの課題を抱えています。 

   これらのことから、新庁舎の整備は重要かつ喫緊の課題であるとの認識のもと、町

では平成２７年度から庁舎建設基金の積み立てを行ってきました。 

   そのような中、国では平成２９年度において、発災時に業務継続に支障が生じるお

それがある市町村役場の建替えに対する支援制度である「市町村役場機能緊急保全事

業」を創設しました。この制度は、平成３２年度までの期限付きの支援制度であり、

期間は限られていますが、町民の生命と財産を守る拠点となる役場庁舎を整備しつつ、

将来の財政負担の軽減を図るため、本町ではこの制度を活用しての新庁舎の整備を目

指すこととしました。 

   平成２８年度には、庁内に「川西町庁舎整備計画庁内検討会議」を設置して情報収

集と調査を行い、平成２９年度からは新庁舎整備の推進を図るため「川西町新庁舎整

備推進会議」を設置し、具体的整備に向けた検討を行ってきました。 

   「川西町新庁舎整備基本計画」は、役場庁舎のあり方や必要な機能の検討を踏まえ、

本町が目指す新庁舎整備の基本的な考え方を示すもので、今後の設計段階においてよ

り詳細な検討を行う際の指針とするものです。 
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２ 上位計画等における本計画の位置付け 

 （１）個別施設計画としての位置付け 

   新庁舎整備については、平成２８年度にスタートした本町の最上位計画である「第

５次川西町総合計画（かわにし未来ビジョン）」では、「町民の安全・安心な暮らしを

支える拠点となる新庁舎の早期整備を町民の理解を得ながら進めていきます」として

います。 

   また、平成２８年３月に策定した「川西町公共施設等総合管理計画」では「大規模

災害が発生した際、災害対策の重要な拠点となることから、町民の安全・安心を考え

るうえでも、町民の理解を得ながら更新の検討を進めます」としています。 

   これらを踏まえ、本計画は、「川西町公共施設等総合管理計画」に基づき作成する「個

別施設計画」として位置付けます。 

 

 【各計画等の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）対象施設 

   本計画における対象施設は、地方自治法第４条に基づく「川西町役場庁舎の位置を

変更する条例（昭和３４年６月２７日条例第４号）」において主たる事務所として定め

ている庁舎とします。 

 

 （３）計画期間 

   計画期間については、上位計画である「川西町公共施設等総合管理計画」に準拠し

て平成２９年度から平成３７年度までとし、以後、継続的な更新を行います。 

 

 

  

計画の体系 

第５次川西町総合計画 
（かわにし未来ビジョン） 

川西町 

新庁舎整備 

基本計画 
（個別施設計画） 

川西町公共施設等総合管理計画 

他の 
個別施設計画 

関連する法令・計画等 

川西町 
まちづくり基本条例 

【国】 
インフラ長寿命化基本計画 

【町】業務継続計画 
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第２章 新庁舎の必要性                            

１ 現庁舎の現状と課題 

 （１）耐震性の不足 

昭和５６年に導入された新耐震設計基準においては、構造耐震指標（Is値）０.７以

上を満たす必要があります。 

平成２６年度に実施した現本庁舎の耐震診断結果は、構造耐震指標（Is 値）は震度

６強の地震で「崩壊、倒壊の危険性が高い」とされる０．３未満の０．２２１と判明し

ました。 

   役場庁舎は、大規模災害が発生した際、災害対策の重要な拠点となることから、十

分な耐震性・安全性を確保する必要があります。 

 

 【耐震診断（平成２６年度実施）結果の概要】 

施設名 階数 Is値 診断結果 

本庁舎 

地階 0.221 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性が高い 

１階 0.556 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性があるので補強が必要 

２階 0.408 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性があるので補強が必要 

川西町 

中央 

公民館 

１階 0.154 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性が高い 

２階 0.169 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性が高い 

３階 0.216 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性が高い 

４階 0.306 地震の振動及び衝撃に対して崩壊、倒壊の危険性があるので補強が必要 

   ※Is値：「構造耐震指標」と呼ばれ、この数値が大きいほど耐震性能が高いことを表しています。 

 

 （２）施設・設備の老朽化 

   昭和３４年に建設された現本庁舎は、築５８年を

経過し、内外装の剥離や雨漏り、亀裂や腐食などの

経年劣化が激しく、優先順位の高いものから部分的

な修繕を逐次行っている状況にあり、現状では抜本

的な解決が困難な状況にあります。 

   また、パソコンなどの電子機器や庁内ネットワー

クなどの情報化を進めている中、ネットワーク配線

が床面に露出し情報ネットワーク環境の拡張等に

も支障をきたしています。 

   さらに、高齢者や障がい者、妊産婦など様々な町

民が安心して庁舎を利用できるよう、逐次バリアフ

リー化を図ってきましたが、現本庁舎は昭和３０年

代の建築基準で建設されており、エレベーターの設

置などさらなるバリアフリー化は施設構造的に困

難な状況となっています。 

 

壁面の亀裂 

床面に露出した配線 
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役場庁舎は、平成２９年６月に制定した「川西町障

害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」

に基づきユニバーサルデザインの導入を図り、全て

の利用者が快適に利用できる、人にやさしい庁舎と

する必要があります。 

 

   ※ユニバーサルデザイン：「すべての人のためのデザイン」 

を意味しており、高齢であることや障がいの有無にか 

かわらず、全ての人が快適に利用できるようにデザイン 

すること 

 

 （３）施設の分散化・狭隘化による町民サービス機能の低下 

   現本庁舎は、庁舎の狭隘化による執務スペースの

不足から、時代の趨勢とともに多様化し増大する行政

需要に対応するため、逐次、第１分庁舎、第２分庁舎、

川西町中央公民館、川西町交流館「あいぱる」に役場

機能を分散して、行政サービスを提供してきました。 

   現庁舎の狭隘化と分散化は、効率的な事務執行を

妨げているだけではなく、現庁舎を訪れた町民への

サービス機能と利便性の低下をもたらしているとと

もに、相談や手続き等における町民のプライバシー

の確保も十分ではない状況となっています。 

   また、庁舎内の会議室が不足しており、公共施設で

ある川西町中央公民館内の会議室を公用として日常

的に使用しており、町民の中央公民館の利用にも影

響を及ぼしています。 

   さらに、現庁舎の駐車場は敷地も狭く、特に冬季間

は堆雪スペース確保により更に駐車スペースが狭く

なり、来庁者の利用に支障をきたしている状況にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エレベーター設置が困難なロビー 

狭隘な窓口スペース 

狭い執務空間 

敷地の狭い駐車場 
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 【現庁舎等の現状】 

名称 本庁舎 第１分庁舎 第２分庁舎 川西町中央公民館 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 プレハブ造 鉄筋コンクリート造 

階数 ３階建 ３階建 １階建 ４階建 

延床面積 1,984.7㎡ 729.0㎡ 313.7㎡ 2,369.4㎡ 

建築年 昭和 34年 
昭和 42年 

※昭和 57年に置賜農

業共済組合から取得 

平成５年 昭和 45年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第１分庁舎 第２分庁舎 

川西町中央公民館 
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２ 検討の経過 

 （１）新庁舎整備の必要性 

   平成２６年度の耐震診断における調査結果を受け、まちづくりや町民の安全・安心

を守る防災拠点となる役場庁舎の逸早い整備の必要性が改めて認識されたことから、

本町では、平成２７年度から庁舎建設基金の積立てを開始して整備に向けた準備に着

手するとともに、国に対しては「役場庁舎建設に対する財政支援の充実」を要望して

きました。 

   また、平成２８年３月に策定した「川西町公共施設等総合管理計画」（平成２８年度

～平成３７年度）及び「第５次川西町総合計画（かわにし未来ビジョン）」（平成２８

年度～平成３７年度）」では、「町民の安全・安心な暮らしを支える拠点となる新庁舎

の早期整備」を位置付け、新庁舎整備に係る町の考え方を示してきました。 

   そのような中、国は平成２８年４月に発生した熊本地震の状況を受け、平成２９年

度から平成３２年度までを事業年度とし、耐震化未実施の市町村役場の建替えに対す

る支援制度である「市町村役場機能緊急保全事業」を創設し、本町はこれを受け、当

該制度を活用した現役場庁舎の更新整備を国の支援期間内で行う必要があると判断し

たところです。 

 

 （２）対策の優先順位 

   役場庁舎は、町民の生命と財産を守り、町民の安全・安心の確保や災害発生時にお

ける円滑な復旧・復興に向けた拠点であることが求められます。 

現庁舎は、耐震性の不足、施設・設備の老朽化、施設の狭隘化及び分散化によって町

民サービス機能が低下していることが大きな課題であり、最優先して建替えによる改

善を図る必要があり、平成２９年度に国が創設した「市町村役場機能緊急保全事業」を

活用した更新整備を図ります。 

   なお、役場庁舎の建替えを最優先することによる他の公共施設等の整備は、公共施

設等総合管理計画の見直しの中で調整を図ります。 

 

 （３）川西町新庁舎整備推進会議 

   新庁舎整備を推進するため、平成２９年２月に庁内検討組織である「川西町庁舎整

備計画庁内検討会議」、同会議内の調整組織である幹事会と実務を行うプロジェクトチ

ームを設置し、情報収集と検討を開始しました。 

   平成２９年度からは新庁舎整備を具体的に推進するため、庁内検討会議を「川西町

新庁舎整備推進会議」に改組し、具体的な検討を進めてきました。 

    

 （４）川西町新庁舎整備検討委員会 

   平成２９年度に、新庁舎整備の推進に対して外部の視点からの意見・助言を得るた

め、自治組織の代表者、公益団体の代表者、学識経験者、一般公募者等の１３名で構

成する「川西町新庁舎整備検討委員会」を設置し、検討を進めてきました。 
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【
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第３章 新庁舎整備の基本理念、基本方針                    

１ 基本理念 

   役場は、町民の生命と財産を守り、町民の安全・安心の確保や発災時における円滑

な復旧・復興に向けた拠点となります。また、本町が町民と協力して進める「協働の

まちづくり」を推進するための拠点としても位置付けられます。さらに、町民の暮ら

しに直結する行政サービスを切れ目なく提供し、町民の利便性を確保するために、町

民から親しまれる役場であることが求められます。 

   これらのことから、円滑な役場業務を遂行するための庁舎は、災害に強く、町民に

親しまれる庁舎であることが必要であり、これを実現するための基本理念を以下のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

   基本理念を具現化するため、基本方針を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町民の安全・安心を守り協働のまちづくりを推進する拠点 

    ①町民の暮らしを守る庁舎 

    ②町民にひらかれた利用しやすい庁舎 

    ③ひとと環境にやさしい庁舎 

    ④効率的で機能性・経済性の高い庁舎 

【基本理念】 

【基本方針】 
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【基本理念、基本方針及び基本的機能の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 基本的機能 基本方針 

町
民
の
安
全
・
安
心
を
守
り
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
拠
点 

効率的で機能性・ 

経済性の高い庁舎 
建設・管理コストの縮減 

 ・建設コストの抑制 

 ・管理コストの縮減 

 ・ライフサイクルコストの低減 

執務環境の効率化 

 ・職員の能力を発揮できる執務環境 

 ・文書・情報管理の適正化 

 ・可変性・拡張性の確保 

町民の暮らしを 

守る庁舎 

耐震性・安全性の確保 

 ・耐震強度の確保 

防災機能の確保 

 ・災害対策本部の設置 

 ・防災機器の充実 

 ・災害時の庁舎ライフラインの確保 

 ・業務継続計画を担保できる庁舎 

町民にひらかれた 

利用しやすい庁舎 
情報発信・交流機能の充実 

 ・情報発信機能の向上 

 ・交流空間の確保 

行政機能の集約 

 ・役場事務所の集約 

 ・窓口、案内機能の向上 

議会の機能 

ひとと環境に 

やさしい庁舎 

省エネルギー・省資源への配慮 

 ・自然エネルギー、自然素材の活用 

 ・効率的な設備の導入 

ユニバーサルデザインの導入 

 ・誰もが安心して利用できる構造 

 ・駐車場の配慮 

 ・雪対策の徹底 

ひとにやさしい機能の充実 

 ・相談機能、プライバシーへの配慮 

 ・利用者への配慮 
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３ 基本的機能 

 （１）基本方針１ 町民の暮らしを守る庁舎                     

   町民の生命と財産を守り、安全・安心の確保や発災時における円滑な復旧・復興を

図るため、十分な耐震性・安全性を備え、発災時に迅速に対応できる災害対策本部機

能を持ったつ庁舎とします。 

  ①耐震性・安全性の確保 

   ア 耐震強度の確保 

     本町で想定される地震の規模や庁舎が保持すべき耐震性能と維持管理コストな

どを比較検討し、国土交通省が定める「官庁施設の総合耐震計画基準」の指針に

沿った耐震性の高い庁舎とします。 

  ②防災機能の確保 

   ア 災害対策本部の設置 

     災害発生時に迅速に災害対策本部が設置できるスペースを確保します。 

   イ 防災機器の充実 

     災害対策本部の機能が発揮できるよう、防災機器や情報端末機器の整備充実を

図ります。 

   ウ 災害時の庁舎ライフラインの確保 

     災害発生時の予備電源や備蓄用品等、庁舎ライフラインの確保を目指し、庁舎

機能を維持するための設備を導入します。 

   エ 業務継続計画を担保できる庁舎 

     役場が被災するような大災害時にも、業務継続計画に基づき、適切かつ迅速に

非常時優先業務を遂行できる庁舎機能を確保します。 

 

 （２）基本方針２ 町民に開ひらかれた利用しやすい庁舎                 

   役場機能を集約し、来庁者の動線に配慮した利用しやすい配置とします。また、協

働のまちづくりを推進するため、町と町民が相互に情報発信・交流するための拠点を

整備します。 

  ①行政機能の集約 

   ア 役場事務所の集約 

     分散している役場事務所を一つに集約し、利便性の向上を図ります。 

     ・本庁舎、第１分庁舎、第２分庁舎、川西町中央公民館、川西町交流館に分散

している事務所について一つに集約し、町民サービスの向上を図ります。 

   イ 窓口、案内機能の向上 

     窓口機能は、利用者にとって移動しやすい配置とし、迅速な行政サービスを提

供します。また、案内機能は、全ての利用者にわかりやすい表示とします。 

     ・利用頻度の高い窓口業務は低層階に集約し、一連の手続きが迅速に行える配

置とします。 

     ・案内表示は色や大きさ等の表示方法を統一し、誰もが分かりやすい表示とし

ます。 
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  ②情報発信・交流機能の充実 

   ア 情報発信機能の向上 

     町民への情報の提供機能を充実します。 

     ・町政情報やイベント情報などを発信できるスペースを整備し、電子看板等の

設置を図ります。 

     ・町民が必要な情報を気軽に収集できる公衆無線ＬＡＮの導入を図ります。 

     ・防災行政無線による情報発信の充実を図ります。 

 

   イ 交流空間の確保 

     町民の交流や公共交通の来庁者の待合等として気軽に立ち寄り利用でき、町民

が相互に交流できる空間を確保します。 

     ・来庁者が待合や休憩等で利用し、相互に交流できるスペースの設置を図りま

す。 

 

  ③ 議会の機能 

   ア 議会の機能 

     町民に開かれた町議会を推進し、誰もが気軽に傍聴することを可能とします。

また、議員活動の拠点としての機能も考慮します。 

 

 （３）基本方針３ ひとと環境にやさしい庁舎                    

   来庁者が安心して利用できるための機能を整備するとともに、地球環境に配慮した

庁舎を目指します。 

  ①ひとにやさしい機能の充実 

   ア 相談機能、プライバシーへの配慮 

     プライバシーに配慮した相談スペースを確保します。 

     ・相談内容に応じ、相談室や窓口の間仕切りを設置します。 

   イ 利用者への配慮 

     高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児などが安心して接しやすい施設づくりを目

指します。また、喫煙者への対応についても考慮します。 

     ・利用者の視点に立ち、勾配が緩く上りやすい階段や、エレベーターを適切な

位置に配置します。 

     ・子ども連れの利用者に配慮し、授乳室、キッズスペース等を配置します。 

     ・ベビーチェアやオストメイト等に対応した多機能トイレを設置します。 

  ②ユニバーサルデザインの導入 

   ア 誰もが安心して利用できる構造 

     庁舎を利用するすべての人が安心してわかりやすくストレスなく利用できるよ

うユニバーサルデザインを導入します。 

   イ 駐車場の配慮 

     駐車場は、十分な駐車スペースを確保するとともに、高齢者、障がい者等に配
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慮したレイアウトとします。 

     ・必要駐車台数に応じた敷地を確保するとともに、高齢者や障がい者等が利用

する駐車スペースは庁舎入口に近い位置へ設置します。 

     ・駐車場や駐輪場から庁舎までの動線は、利用者の安全確保に配慮したものと

します。 

   ウ 雪対策の徹底 

     来庁者の安全を確保するため、雪対策を万全にします。 

     ・庁舎は、氷柱や雪庇等の落下を防ぐ構造とし、来庁者の安全確保を図ります。 

     ・駐車場は、効率的に除雪できる配置とするとともに、来庁者の安全確保に配

慮した機能の導入を検討します。 

 

  ③省エネルギー・省資源への配慮 

   ア 自然エネルギー、自然素材の活用 

     本町の状況を踏まえ、自然エネルギー、自然素材の活用を検討します。 

     ・本町の自然エネルギー賦存量を踏まえ、太陽光発電等自然エネルギーの利用

を検討します。また、内装材等への木材の活用を検討します。 

     ・自然採光や通風を十分確保するとともに、日射の遮へい、断熱性・気密性の

向上など建物としての基本的性能の向上を図ります。 

   イ 効率的な設備の導入 

     省エネルギーが期待できる照明や空調機能を検討します。 

     ・ＬＥＤ照明や空調センサー、高断熱性資材等を積極的に活用し、設備の省エ

ネルギー化を図ります。 

 

 （４）基本方針４ 効率的で機能性・経済性の高い庁舎                

   将来の行政需要の変化を踏まえつつ、効率的な行政サービスが提供できる庁舎とし

ます。また、シンプルで機能的なデザインの庁舎とし、建設コストやライフサイクル

コストに十分配慮します。 

  ①執務環境の効率化 

   ア 働きやすい職員の能力を発揮できる執務環境 

     必要なスペースを確保し、職員が働きやすいの能力を発揮できる執務環境とし

ます。 

     ・部署間のコミュニケーションや移動を考慮したレイアウトとするとともに、

打合せや作業を行うスペースを適切に配置し、業務の効率化を図ります。 

     ・利用目的や人数に合わせた会議室を配置し、可動間仕切りの導入等によるス

ペースの有効活用を図ります。 

   イ 文書・情報管理の適正化 

     文書や情報管理に配慮した設備を導入します。 

     ・執務スペースや窓口は、個人情報や行政情報の保護に配慮した構造及びレイ

アウトとします。 
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     ・文書等の保管スペースについては、適正規模及び適正数を配置し、可動式書

架等、効率的に文書保管するための設備の導入を図ります。 

   ウ 可変性・拡張性の確保 

     将来の行政需要の変化に対して可変性、拡張性の確保を図ります。 

     ・執務室や会議室は、組織変更や行政需要の変化に対応できる配置とし、オー

プンフロアやフリーアクセスフロアの導入を図ります。 

 

  ②建設・管理コストの縮減 

   ア 建設コストの抑制 

     新庁舎は、シンプルかつ機能的なデザインとし、建設コストの抑制を図ります。 

   イ 管理コストの縮減 

     建設後の維持管理や清掃、修繕などのメンテナンスが容易な造りとし、管理コ

ストの縮減を図ります。 

   ウ ライフサイクルコストの低減 

     建設コストと管理コストのバランスに配慮し、建物の企画・設計から、庁舎を

建設し利用した後、取り壊しに至るまでの間に費やされる全ての費用（ライフサ

イクルコスト）の低減を図ります。 
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第４章 新庁舎の建設計画                           

１ 新庁舎の配置計画 

 （１）配置計画 

   新庁舎の配置については、役場としての基本的機能が効率的に連携し、スペースの

有効活用が図られるように配置します。具体的な配置計画は設計段階において整理・

検討します。 

 

 （２）各部署の配置 

   現在、本町の役場機能は５つの庁舎・施設に分散しています。この分散化を解消し、

行政サービスの効率化と利便性の向上を図るため、本庁舎、分庁舎に配置している部

署を新庁舎に集約するとともに、中央公民館及び川西町交流館に配置している教育委

員会機能についても新庁舎への移転を行います。  

【現在】 

町
民 

本庁舎 

第１分庁舎 

第２分庁舎 

中央公民館 

川西町交流館 

総務課、未来づくり課、未来創造室、まちづくり課、 

住民生活課、税務会計課、健康福祉課、議会事務局、 

監査委員事務局 

地域整備課 

産業振興課、農地林務課 

教育総務課 

生涯学習課 

【整備後】 

町
民 

本庁舎 

総務課、未来づくり課、未来創造室、まちづくり課、 

住民生活課、税務会計課、健康福祉課、産業振興課、 

農地林務課、地域整備課、教育総務課、生涯学習課、 

議会事務局、監査委員事務局 
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２ 新庁舎の規模 

 （１）基本指標 

   新庁舎の規模の算定の指標となる将来人口や職員数、議員数を以下のとおり設定し

ます。 

 
 【職員配置状況（平成２９年４月１日現在）】 

課・室・事務局 特別職 課長 主幹 主査 主任 一般職 
嘱託 

臨時等 
計 

特別職 3             3 

総務課   1 4 5 1 6 3 20 

未来づくり課   1 1 2   3   7 

未来創造室   1   1 1 2 1 6 

まちづくり課   1 2 3   4 1 11 

住民生活課   1 2 1 2 6 2 14 

税務会計課   1 3 4 3 4 9 24 

地域整備課   1 3 5 2 4 4 19 

産業振興課   1 3 5 1 8 6 24 

農地林務課   1 2 1   4   8 

健康福祉課   1 4 8 7 6 9 35 

教育総務課   1 2 5 1 1 4 14 

生涯学習課   1 1 3   1 2 8 

議会・監査委員会   1 1 1       3 

選挙管理委員会           1   1 

計 3 13 28 44 18 50 41 197 

  

計画人口 
 「川西町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27年 12月策定）にお

ける平成 32（2020）年度の目標人口である 15,612人とする 

職員数 

 平成 29年 4月１日現在、本庁舎、分庁舎、中央公民館、川西町交流館に

勤務している職員 197名とする 

（内訳）特別職 3 名、正職員（県からの派遣職員含む）151 人、再任用 2 人、臨時・嘱託 41 人 

議員数 
 現時点における川西町議会議員定数条例に定められた議員定数の 15 人

とする 
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 （２）新庁舎の規模 

  ①延床面積上限の確認（市町村役場機能緊急保全事業） 

   総務省「平成２９年度地方債同意等基準運用要綱」に基づき算定した延床面積は以

下のとおりです。この延床面積は、市町村役場機能緊急保全事業の対象となる延床面

積の上限になります。 

 

   ア 上限の考え方 

    原則として建替え前延床面積を上限とするが、狭隘化などにより建替え前延床面積を用いるこ

とが不適当である場合は、建替え後の本庁舎の入居職員数に１人あたり３５．３㎡を乗じて得た

面積を上限とする。 

   イ 面積算出に用いる入居職員の考え方 

    入居職員のうち、「地方公共団体定員管理調査」対象の職員 

(公営企業会計に属する職員は除く) 

     ※特別職、派遣職員、再任用職員、臨時・嘱託職員は調査対象外 

    【対象職員の整理（平成２９年４月１日現在）】 

区 分 入居予定職員数（人） 

一般行政部門 114 

教育部門 15 

公営企業会計部門 4 

その他（国保・老健・介護） 17 

計 150 

   ウ 対象職員数及び面積上限 

    対象職員数：入居予定職員数１５０名―公営企業会計部門４名＝１４６名 

    延床面積上限：３５．３㎡×１４６名＝５，１５３．８㎡ 

 

  ②現庁舎の利用面積 

   現在、本庁舎、分庁舎のほか、他施設の執務室スペース等を含めると、役場機能と

して３，４７６．１６㎡の延床面積を使用しています。さらに、庁舎の会議室不足か

ら、中央公民館の会議室を日常的に利用しており、その利用数は町民利用分も含めた

全体の約半数となっています。 

   このことから、中央公民館内会議室面積の約５０％を役場業務として利用している

ものとみなし、それらも加えた利用面積は、４，０６０．７４㎡となります。 

施設名 
延床面積

（㎡） 
備考 

本庁舎 1,984.70 公共施設等総合管理計画より抜粋 

第１分庁舎 729.00 同上 

第２分庁舎 313.70 同上 

ストックヤード 150.00 同上 

川西町交流館 185.30 生涯学習課 

中央公民館 113.46 教育長室、教育総務課 

中央公民館 584.58 公用利用している会議室等（全利用数の約 50％） 

合  計 4,060.74  
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  ③新庁舎に必要な延床面積 

   新庁舎に必要な延床面積は、国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」や現庁舎の

延床面積を基礎とした個別積み上げにより以下のとおり算定します。 

項 目 主な内訳 

新庁舎 

延床面積 

（㎡） 

現庁舎 

延床面積 

（㎡） 

増 減 

（㎡） 

執務室・議会 執務室・議会機能 1,670.30 1,653.11 17.19 

廊下・階段・玄関 廊下・階段・玄関・待合スペース等 868.10 600.44 267.66 

会議室 会議室、応接室 580.00 541.85 38.15 

トイレ・洗面所 トイレ（男女、多機能トイレ） 135.00 108.39 26.61 

書庫・倉庫 書庫・倉庫 600.00 435.28 164.72 

設備室 機械室・電気室 272.00 184.00 88.00 

その他 更衣室、相談室、エレベーター室等 507.00 537.67 ▲ 30.67 

合  計 4,632.40 4,060.74 571.66 

   現庁舎の利用面積に加え、情報発信・交流空間充実のための待合スペース拡大、中

央公民館利用相当分の会議室の確保、多機能トイレや相談室、エレベーター等の整備、

増大する文書等を保管するスペースの確保等を考慮し、新庁舎の必要面積は４，６３

２．４㎡となります。 

   こちらに、運用の工夫や導入設備の精査による削減などを鑑み、延床面積の目安は

４，５００㎡を基本とします。 

 

 （３）駐車場面積の算定 

  ①駐車台数の算定 

   現在の駐車場は、来庁者や職員、公用車を含め２４０台分（６ヶ所に分散）のスペ

ースがあります。 

   新庁舎における駐車台数については、来庁者数の想定や現在の利用状況を踏まえ、

以下のとおり必要な駐車台数を算定します。 

  

用 途 台数（台） 備 考 

来庁者用 49 

「市・区・町役場の窓口事務施設の調査（関龍夫

著）」及び「最大滞留量の近似的計算法（岡田光正

著）」に基づき算定 

障がい者等用 5 
国の「移動等円滑化基準」に基づき、駐車台数全体

の１％+２台以上を確保 

職員用 150 自家用車通勤者相当数 

議員用 15 議員定数 

公用車用（車庫含） 41 現況分（中型車 39台+大型車 2台） 

計 260   
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  ②駐車場面積 

   １台あたりの駐車場面積は、国土交通省「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に

基づき、以下のとおり必要面積を算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

   この他に、雪対策に係るスペース等も想定し、必要な駐車場面積の目安については

７，０００㎡を基本とします。 

 

 （４）新庁舎の階層 

  ①敷地面積の内訳 

   新庁舎に係る敷地面積については、駐車場面積や緑地、通路等のスペースを踏まえ、

必要面積を１２，０００㎡程度と算定します。内訳は以下のとおりです。 

項 目 
面 積 

（㎡） 
備 考 

新庁舎建設スペース 3,000  建設面積+周辺スペース（配管、堆雪等） 

駐車場（車庫含） 7,000  駐車場面積算定より 

緑地 500  敷地の 3％以上（開発許可基準） 

通路等 1,500  敷地の 10％程度（現状ベース） 

計 12,000    

 

  ②新庁舎の階層 

   新庁舎の建設スペースは概ね３，０００㎡が想定されるところであり、その中で建

設コストを抑制しつつ、バリアフリーに対応したスペースの確保、関連業務の集約に

よるワンストップサービスの提供、情報発信・交流スペースの拡充等を図るため、１

階あたりでの面積は１，５００㎡程度とし、新庁舎の階層は３階建を基本とします。 

 

  

分 類 台数（台） 
１台あたり面積 

（㎡） 

必要面積 

（㎡） 

普通車用 253  25  6,325  

障がい者用 5  35  175  

大型車用 2  140  280  

合 計 260    6,780  
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３ 新庁舎の構造 

 （１）建築構造の比較 

   新庁舎の構造は、主な種類として以下のようなものがあり、本町では建設コストの

抑制や安全性等を考慮し、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）を基本とします。 

 【（参考）主な構造の比較】 

区分 鉄筋コンクリート造 

（ＲＣ造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

（ＳＲＣ造） 

鉄骨造 

（Ｓ造） 

木造 

（Ｗ造） 

概要 柱、梁、床、壁など

の鉄筋を組み立て、

型枠で部材の周囲を

囲った後、コンクリ

ートを流し込んで形

成する構造。 

部材をあらかじめ工

場で作ったプレキャ

ストコンクリートを

現場で組み立てる工

法を用いることもあ

る。 

鉄筋コンクリート

と鉄骨を組み合わ

せ、双方の長所を

生かす構造。 

高層階に用いられ

ることが多い。 

型鋼や鋼管などの構

造用鋼材を、工場で

柱や梁などの構造部

材に加工し、現場に

搬入して組み立てる

構造 

木材や木質再構成材

によって部材を作

り、骨組みを構成す

る構造。 

金具で各部材を接合

する工法が多い。 

メリット ・耐火性、耐久性が

比較的高い 

・壁構造では、遮音

性能が比較的高い 

・型枠の作り方によ

り、自由な形状や表

現ができる 

・耐火性、耐久性

が比較的高い 

・耐力や変形性能

が大きく、耐震性

能に優れている 

・部材の強度が高く

軽量なため、柱間隔

を広くでき、基礎部

分のコスト低減が可

能 

・間取りの自由度が

高い 

・部材の強度が高く

軽量なため、基礎部

分のコスト低減が可

能 

デメリット ・重量が比較的大き

い 

・柱間隔がそれほど

広く取れない 

・現場でコンクリー

ト打ちをする場合、

作業する職種と人員

が多い 

・鉄骨と鉄筋コン

クリート双方の工

事が必要となり、

現場で作業する職

種と人員が多い 

・工期が比較的長

い 

・躯体工事のコス

トが割高 

・火災などによる温

度上昇により材料の

強度が低下する 

・鋼材が腐食するた

め、防錆処理が必要 

・地域によって流通

経路が異なり、安定

した材料確保が課題 

・階数や規模によっ

ては耐火建築物にす

るなどの対策が必要

となり、コストが割

高になる 

・シロアリや腐朽の

対策が必要 

法定耐用 

年数 

50年 50年 38年 24年 
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 （２）求められる耐震性能 

   役場庁舎は、町民の生命と財産を守り、発災時には災害対策活動の拠点としての役

割が求められることから、その役割を十分に発揮するためには、総合的な耐震安全性

を確保する必要があります。 

   国土交通省が制定している「官庁施設の総合耐震計画基準（平成１９年度版）」では、

官庁施設として必要な耐震性能について、施設の性質に応じて建物の耐震安全性の目

標が定められています。 

   新庁舎は、災害対策において特に重要な施設であるため、最高水準の安全性（Ⅰ類、

Ａ類、甲類）を確保した庁舎とします。 

 【耐震安全性の分類・目標】 

部 位 分 類 耐震安全性の目標 

構造体 

（梁、柱、床、壁など建

物に加わる力を支える

部位） 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用でき

ることを目標とし、人命の安全確保に加えて、十分な機能確

保が図られるもの 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使

用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保

が図られるもの 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全

体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確

保が図られるもの 

建築非構造部材 

（屋根、外壁、天井、内

装材など構造体に取り

付ける部材） 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危

険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動

等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて、

十分な機能確保が図られるもの 

Ｂ類 

大地震動後により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する

場合でも、人命の安全確保及び二次災害の防止が図られるも

の 

建築設備 

（電気、通信、給排水、

消火、空調など建物に

付帯する設備） 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られ

ているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機

能を相当期間継続できるもの 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られ

ているもの 
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 （３）耐震構造形式の比較 

   新庁舎の耐震性を確保するための耐震構造形式には、「耐震構造」「制振構造」「免振

構造」が挙げられます。 

   本町においては、安全性や建設コスト抑制の観点から、耐震構造を基本とします。 

 【（参考）耐震・制振・免震構造の比較】 

項目 耐震構造 

(揺れに耐える構造) 

制振構造 

(揺れを吸収する構造) 

免震構造 

(揺れを建物に伝えない構造) 

概要 地震の力に対し、柱、梁、

壁といった構造体を堅牢

にして耐える構造 

躯体に制振装置(ダンパ

ー)を組み込み、建物に伝

わった地震の揺れを吸収、

制御する構造 

建物と基礎との間に免震

装置(積層ゴム等)を設置

し、建物に地震の揺れを直

接伝えない構造 

メリット ・一般的な工法 

・比較的低コストで耐震性

能が得られる 

 

・制振部材にて地震エネル

ギーを吸収して柱・梁の損

傷を抑える 

・耐震構造に比べ、補修や

復旧対応は低減される 

・耐震、制振構造と比較す

ると突出した耐震性能を

持つ 

・大地震後でも損傷が少な

く、補修や復旧対応は少な

い 

デメリット ・地震の揺れを直接受ける

ため、家具や天井などの転

倒や落下対策が必要 

・地震後(特に大地震時)に

は補修や復旧対応が生じ

る 

・地震の揺れを受けるた

め、家具や天井などの転倒

や落下対策が必要 

・地震により制振装置が損

傷する場合がある 

・地震時に建物が動くた

め、建物周りにスペースが

必要 

・耐震構造に比べ、設計、

工事期間は長く必要 

・横揺れには効果を発揮す

るが、縦揺れには効果が発

揮されにくい 

・専門業者による定期点検

が必要 
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４ 新庁舎建設地 

 （１）新庁舎の位置を検討する際の基本的な考え方 

   新庁舎建設地については、①「地方自治法第４条第２項への準拠」、②「国の支援制

度の期限までに完了すること」、③「多大な用地費等が発生しないこと」が位置を検討

する際の基本的な考え方です。 
 
   ※地方自治法（抜粋） 
     第四条第２項 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便

利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わな
ければならない。 

 

 （２）新庁舎建設地及び選定理由 

  ①新庁舎建設地 

   新庁舎建設地については、「山形おきたま農業協同組合本店の南側隣接地」とします。 

  ②選定理由 

   新庁舎建設地の選定理由は以下のとおりです。 

   ア 新庁舎の位置を検討する際の基本的な考え方に基づき「現役場庁舎地」と「山

形おきたま農業協同組合本店の南側隣接地」を候補地として絞り込み、実現性・

経済性・まちづくりの観点で比較検討した結果、「山形おきたま農業協同組合本店

の南側隣接地」がより円滑な庁舎整備が可能であること 

   イ 羽前小松駅からの距離、交通アクセスの利便性、フレンドリープラザとの一体

性及び将来の川西町全体のまちづくりの発展が期待できること 

 

 （３）新庁舎建設地の将来性 

   新庁舎建設地は、町道小松駅東線の沿道に位置し、近接にはＪＲ米坂線の羽前小松

駅や国道２８７号線があり交通アクセスの利便性が高く、隣接するフレンドリープラ

ザ及び山形おきたま農業協同組合本店や町総合体育館、農村環境改善センター等への

アクセスも良好な位置にあるため、周辺施設との連携によるまちづくりへの相乗効果

が期待できます。 

   さらに、土地が広く平坦であり、交通アクセスも良好であるため、発災時における

防災機能の確保、高齢者や障がい者に配慮した機能の整備、十分な駐車スペースの確

保等が可能な位置になります。 

   また、今後、国道２８７号線川西バイパス整備等による町内アクセスの形成により

小松地区及び町全体の発展が期待できます。 
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 【新庁舎建設地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位  置 東置賜郡川西町大字上小松 977番１ほか 

敷地面積 約 12,000㎡ 

 

 

 

 

  

山形おきたま農業協同組合本店 
フレンドリープラザ 

羽前小松駅 

現庁舎 

小松小学校 

新庁舎建設地 
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第５章 新庁舎整備の事業計画                        

１ 新庁舎建設の事業手法 

 （１）事業手法の特徴 

   新庁舎の事業手法については、主なものとして「設計・施工分離発注方式（従来方

式）」、「デザインビルド方式」、「ＥＣＩ方式」、「ＰＦＩ方式」が挙げられます。 

   それぞれの主な特徴は以下のとおりです。詳細は設計発注段階で検討します。 

区分 
設計・施工分離発注方式 

（従来方式） 
デザインビルド方式 ＥＣＩ方式 ＰＦＩ方式 

概要 

設計と施工を各段階
に応じて個別に発注
する方式 

設計と施工を一括で
発注する方式 

実施設計段階から施
工者が関与する方式 

ＰＦＩ法に基づき民
間業者が公共施設の
設計、施工、維持管
理の業務を行う方式 

メリット 

・業務範囲や内容が
明確で分かりやすい 
・受注可能な施工者
が比較的多い 
・一般的な手法であ
り、発注手続きをス
ムーズに行うことが
できる 

・一括発注すること
で、発注手続の回数
を減らし、入札不調
のリスクを軽減する
ことができる 
・設計意図を工事へ
反映しやすい 
・得意な施工技術を
生かした設計が可能 

・実施設計に施工者
の技術提案が反映さ
れるため効率的な設
計内容となる 
・実施設計段階で施
工予定者が決まるた
め、施工段階での入
札不調のリスクの軽
減が可能 

・民間が資金調達を
行い、町はサービス
の対価として割賦方
式で費用支出するこ
とで、支出の平準化
が図られる 
・民間事業者のノウ
ハウや工夫を活用し
やすい 

デメリット 

・発注手続を都度実
施する必要がある 
・設計、施工、維持
管理の一体性がな
く、設計者、施工
者、管理者のノウハ
ウが生かされにくい 

・受注可能な施工者
が限られる 
・詳細な仕様・性能
の設定が難しく、発
注者が期待する品質
が確保できるか不確
実 
・第三者による設
計・施工の管理が必
要 

・導入している事例
が少なく、受注可能
な施工者が限られる 
・第三者による設
計・施工の管理が必
要 
・設計者の考えと施
工予定者の技術提案
に相違がある場合、
施工者の再選定が必
要 

・ＰＦＩ法に基づく
事前の事業可能性調
査が必要で、作業に
多くの時間と多額の
費用を要する 
・準備作業に相当の
時間と費用をかけて
も、ＰＦＩ事業者の
参入が不確実 

 

 （２）事業手法の選定 

   事業手法については以下の理由から「設計・施工分離発注方式（従来方式）」を基本

とします。 

   ① 設計・施工分離発注方式については、発注手続きの回数が多く、設計者や施工

者のノウハウが活かされにくい反面、一般的な手法であり、受注可能な施工者も

比較的多いため、国の支援期間内での円滑な整備推進が可能であること 

   ② デザインビルド方式及びＥＣＩ方式については、施工者の技術力等による工期

短縮や入札不調リスクの軽減が期待できる反面、受注可能な施工者が限られ、第

三者による設計・施工管理が必要など課題が多く、国の支援期間内で実施するこ

とが困難であること 

   ③ ＰＦＩ方式については、事業可能性調査に多くの時間と費用を要し、国の支援

期間内での完成が困難であること  
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 （３）設計者選定手法の検討 

   設計者の選定にあたっては、基本計画で示す諸条件を的確に把握し、コスト縮減に

配慮しながら、町民や町の意見・要望に柔軟に対応することができる設計者を選定す

る必要があります。 

   前述の設計・施工分離発注方式（従来方式）を基本とする場合、設計者選定手法に

ついては、主に以下のような手法が挙げられます。 

区分 競争入札方式 プロポーザル方式 コンペ方式 

審査項目 価格 技術 設計 

概要 

技術的な工夫の余地が少な

く事前に仕様を確定させ、

入札により一番安価な設計

者を選定する手法 

技術提案を審査し、評価の

最も高い設計者を選定する

手法 

具体的な設計案を審査し、

評価の最も高い設計者を選

定する手法 

特徴 

・金額に対する評価である

ため、判定基準が明確 

・設計者の技術力等を評価

するものではない 

・仕様内容を確定させてい

るため、町民や町の意見等

を反映した設計変更が困難 

・設計者の技術提案を評価

する手法であり、判定基準

を明確にする必要がある 

・設計者の技術力等を活用

することができる 

・町民や町の意見等を反映

しやすい 

・設計案を評価する手法で

あるため、判定基準が明確 

・設計者の技術力等を活用

することができる 

・設計案を評価対象として

いるため、契約後の設計変

更が困難 

 

 （４）設計者選定手法の選定 

   設計者選定手法については、以下の理由から「プロポーザル方式」を基本とします。 

   ① プロポーザル方式は、技術提案に対する判定基準の設定が難しい一方、設計者

の技術力を活用でき、かつ町民や町の意見を反映させた設計が可能であること 

   ② 競争入札方式やコンペ方式は、判定基準が明確である一方、金額や設計案によ

って設計者が決定されるため、契約後に町民や町の意見等を反映させることが困

難であること 
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２ 概算事業費と財源 

 （１）概算事業費の算定 

   概算事業費の算定については、国土交通省が制定している「新営予算単価」や「官

庁施設の設計業務等積算要領」等に基づき算定します。 

   一方で、新営予算単価が直近５年間で約２５％上昇しており、今後も東京オリンピ

ックの開催や全国的な庁舎建設の集中により、引き続き労務単価や資材単価が上昇す

る可能性があります。また、平成３１年１０月に予定されている消費税の引き上げ、

防災設備や雪対策設備の充実についても考慮する必要があります。 

   これらの上昇要因等を踏まえ、概算事業費を以下のとおり想定します。 

   なお、詳細な事業費は設計段階において積算するため、こちらの概算事業費はひと

つの目安であり、今後、事業費の縮減に向けて取り組んでいきます。 

   また、メンテナンスサイクルやライフサイクルコストについても、将来負担の低減

を図るため、設計段階において適切に試算していきます。 

区 分 想定概算事業費 

（千円百万円） 

備 考 

本体工事 2,250,000 2,250 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 

外構工事 150,726 151 舗装、排水、囲障、構内緑化等 

車庫等工事 175,063 175 車庫等 

解体工事 182,025 182 現存施設解体 

設計監理費 184,886 185 基本設計、実施設計、工事監理、測量、地盤調査等 

用地取得・造成 201,300 201 用地取得、土地造成 

その他 469,500 470 備品購入初度調弁※、機器移新設、引越等 

計 3,613,500 3,614  

                           ※初度調弁：事業開始時に物品等を購入すること 

 

 （２）財源 

財源の名称 概算事業費（百万円） 

市町村役場機能緊急保全事業債 2,631  

その他の事業債 396  

庁舎建設基金、一般財源 587  

計 3,614  

   上記の表は概算事業費を財源別に整理したものです。 

   平成２９年度に国が創設した「市町村役場機能緊急保全事業」では、昭和５６年の

新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業を対象

に、借入金の一部が地方交付税に算入されます。 

   なお、この他に利用可能な補助事業等についても積極的に活用を検討していきます。 
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 【市町村役場機能緊急保全事業の概要】 

  １ 対象事業                                       

    昭和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村本庁舎の建替え事業 

  ２ 事業年度                                      

    平成２９年度から平成３２年度まで 

  ３ 財政措置                                        

  （１）地方債充当率：起債対象経費の９０％以内 

  （２）交付税措置：起債対象経費の７５％を上限として充当した額の３０％ 

           （実質的な交付税措置：７５％×３０％＝２２．５％） 

 

 【地方債充当と国交付税措置のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 現庁舎地の跡地利用 

   新庁舎の移転に伴う現庁舎地の跡地利用については、現庁舎の解体のみならず、現

庁舎に隣接する中央公民館のあり方と一体的に検討していく必要があります。や、跡

地利用のあり方については、小松地区交流センターの整備を含めなど、中心市街地の

活性化を図るための検討を早急に進めていきます。 

 

４ 整備スケジュール 

   整備スケジュールについては、国の支援制度の期限である平成３２年度までの新庁

舎整備を完了させる必要があり、これを踏まえると、スケジュールは以下のようにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
後年度負担（借入金償還） 

67.5% 

国交付税措置 

上限 75％×30％ 

＝22.5% 

基金 

10％ 

 
地方債充当 

９０% 

基金 

10％ 

交付税措置上限：75％ 

区　分

基本計画

基本設計

実施設計

用地造成

本体工事

外構工事

解体工事

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度
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